
 

 

 

長野県環境影響評価条例の改正 ついて 
 

  

 

 改正の理由 

環境影響評価法 改正 法対象事業へ 新た 手続 導入 環境影響評価制度 運用を通 明

た課題 従来想定 い た種類 事業 大規模開発へ 対応を図 た 環境

影響評価条例 改正を行う  

 

 主 改正内容 

(1) 法改正 伴う手続の導入 

ア  計画段階環境配慮書手続の導入 

事業 検討段階 環境配慮を行うこ 事業 実施 伴う環境影響 一層 回避・ 減を  

図 こ こ 次 計 段階環境配慮書手続 ※ を積極的 導入  
 

計 段階環境

配慮書 作成 

条例第 種事業 ※  義務付け  

条例第 種事業 ※  国 地方公共団体等 義務付け そ 以外 者 努力義務  

法第 種事業 
条例第 種事業又 条例第 種事業 相当 事業 様

取扱い  

計 段階環境

配慮書 係

手続 

民・ 村等 意見聴取 重要性 鑑 次 手続を義務付け  

� 知事意見 提出 

� 民・関係 村等 意見聴取 法 努力義務  
 

※  事業計 柔軟 変更 可能 あ 早期 段階 い 事業 置 規模等 関 複数案   
い 環境影響 比較検討を行うこ 事業実施 重大 環境影響を回避・ 減 手続 

※  規模 大 く環境影響 程度 著 い そ あ 必 環境影響評価  
手続を実施 事業 

※  第 種事業 準 規模を 事業又 環境 保全 特 配慮 必要 認 地域 い
実施さ 事業 環境影響評価 手続を実施 必要 あ う 判定を知事 行う事業 

 
参考 改正後の環境影響評価条例 おけ 手続の流  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ  その他の法改正 伴う手続の導入 

   以 手続 い 本県 い 導入を図  
 

� 方法書要約書 作成及び説明会 開催 義務化 

� 環境影響評価図書 電子縦覧 義務化 

配慮書手続 方法書手続 準備書手続 評価書手続

意見を踏まえ準備
書の内容を修正し
公表

住民・知事 関係市 村長 からの意見

事
業
者

事
業
の
構
想

事業の位置、規模等
の計 段階での環境
配慮事項の検討

環境アセスメントの
項目・手法の選定

環境アセスメントの
結果公表

資料  



 

 

 

(2) 環境影響評価手続の充実 

環境影響評価制度 運用 中 明 た課題 対応 環境影響評価手続 充実を図  

た 次 見直 を行う  
 

事後調査 係 手続

充実 

評価書段階 不確実性を補う事後調査 重要性 鑑 次 手続を導入  

� 事後調査計 書 作成 ※ 公表 知事意見 提出 

� 事後調査報告書 公表 民・関係 村等 意見聴取 

法対象事業 対  

条例手続 適用 拡大 

法対象事業 環境影響 大 さを考慮 条例独自 手続 適用を拡大  

� 事後調査 関 手続 

� 事業着手 事業完了等 報告 

� 必要 手続を実施 い場合 勧告 公表  

※  評価書記載 事後調査計 変更 く 評価書公告後 長期間を経 着手 場合   
計 書 作成を要 い場合を規定 

 

(3) 条例対象事業の拡大 

   従来 想定 い た種類 事業 大規模開発 行わ い こ 太陽光発電所

を対象事業化 電気工作物 建設 い 規定を整備 環境へ 影響   

懸念さ 一定規模以 土地 改変を対象事業 工作物 用 供 一団 土地 造成

規定を新設  
 

事業  

条例事項  

区 分 

規則事項  

対象事業 規模要件 規則事項  

第 種事業 第 種事業 

電気工作物 建設 
※  

 

現行：風力発電所  

建設  

水力発電所 出力15,000ずW以  － 

風力発電所 
出力5,000ずW以  

現行10,000ずW以  
－ 

地熱発電所 出力5,000ずW以  － 

太陽光発電所 敷地面積 50しa以  
森林 区域等 け 敷地

面積 「0しa以  

送電線路 
1】万Ｖ以   亘長

ずm以  
－ 

工作物 用 供

一団 土地 造成 
－ 

一団 土地 面積 50しa 

以  

森林 区域等 け 一団

土地 面積 」0しa以  

  ※  火力発電所 バイオマス発電を含 工場・事業場 建設事業 中 規定済 

 

 

 施行期日 
 

1 ア 
新た 環境影響評価手続 追加 あ 実施方法を定 技術指針 改正

十分 準備期間 必要 こ 成 「8 10 1 日 施行  

記以外 公 日 起算 を経過 た日 施行  

 


